
「子ども１１０番の家」にお願いしたいこと 
 

【趣旨】 

子どもたちを巻き込んだ犯罪、連れ去り事件が全国で多発し、大きな社会問題となっ

ています。これまで取り組んできた健全育成活動だけでは解決できない状況です。より

一層の学校、地域、家庭の一体化、また、町全体として、防犯体制の強化を図り、子ども

たちを健全に育み、見守っていくことが大切です。 

そこで、子どもたちがいろいろな危険や犯罪に直面した場合の緊急避難場所として、「子

ども１１０番の家」の役割の重要性が増してきています。町内に「子ども１１０番の家」

を数多く設置し、一層の協力、連携をとり、子どもたちが安心して地域で活動できる環

境づくりへの支援体制をつくっていきたいと考えます。 

 

【活動内容】 

（１）外から「子ども１１０番の家」であることが分かるように、標示（プレート） 

を取り付けてください。 

（２）子どもたちが、登下校中や放課後遊んでいるときに何らかの緊急事態に遭遇

し、保護または救助を求めて訪れた場合に一時的に応じてください。 

   緊急のトイレ使用についても、ご配慮いただけると助かります。 

（３）状況に応じて、保護者、学校、警察などに連絡をしてください。緊急の場合

は、最初に病院や警察に直接連絡してもらうこともあります。 

（４）対応手順については、警察庁・宮城県警が発行している「対応マニュアル」

を参考にしてください。（別紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新の「子ども 110 番の家マップ」は、 

利府町のホームページに掲載していま

す。 

https://www.town.rifu.miyagi.jp/gyosei/ 

kosodate_kyoiku_bunka/shogaigakushu/ 

5391.html 

    

       「子ども 110 番の家事業」 

https://www.town.rifu.miyagi.jp/gyosei/


対応例 

◆ 子どもが避難してきたら 

・警察に連絡（１１０番） 

だいたいの状況を聞いてから、まず１１０番。 

詳しい状況は子どもから直接警察に話しをさせてください。 

・学校に連絡（学校が休みの場合は後日） 

・家庭に連絡 

◎子どもが怪我をしている場合は、救急車の手配（１１９番）をお願いします。 

◎子どもの氏名・住所・電話番号・学年を聞き取り願います。 

◎保護者や関係者が迎えに来た場合は、子どもとの関係を確認の上、引き渡しを行っ

てください。 

 

※対応が終了した時点で、教育委員会 教育部 生涯学習課 生涯学習・スポーツ振興係  

電話【７６７－２１２５】まで状況を連絡してください。 

 

【緊急連絡先】 

    ・ 利府消防署         ３５６－２２５１ 

・ 塩釜警察署         ３６２－４１４１ 

・ 塩釜警察署利府交番     ３５６－２１１０  

・ 塩釜警察署菅谷駐在所    ３５６－２２１０ 

・ 利府町教育委員会 

教育部 生涯学習課     ７６７－２１２５ 

【各小中学校連絡先】  

  ・ 利府小学校         ３５６－２１１７ 

    ・ 利府第二小学校       ２５５－６２６２ 

    ・ 利府第三小学校       ３５６－５５３０ 

    ・ しらかし台小学校      ３５６－７１３１ 

    ・ 青山小学校         ３５６－９４５１ 

    ・ 菅谷台小学校        ３５６－７８２９ 

    ・ 利府中学校         ３５６－２１１６ 

    ・ しらかし台中学校      ３５６－８０５５ 

    ・ 利府西中学校        ７６７－８０８０ 
 

のご案内 
 

宮城県警で、県内で発生した「犯罪発生情報」 

や犯罪被害に遭わないための「防犯情報」など  

をメールで配信しています。   

みやぎ Security メールに登録し情報をご活用 
ください。                    案内ページ   登録ページ 

 


